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退
職（
失
業
）に
よ
る

特
例
免
除
制
度

　
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た
人

が
退
職（
失
業
）す
る
と
、
国
民
年

金
の
加
入
手
続
き
を
行
い
、
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
経
済
的
に
困
難
な
人
に
は
、
申

請
に
よ
っ
て
納
付
の
免
除
・
猶
予

を
受
け
ら
れ
る
制
度(

特
例
免
除)

が
あ
り
ま
す
。

　
通
常
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る

た
め
に
は
、
申
請
者
本
人
と
配
偶

者
、
世
帯
主
が
所
得
基
準
の
範
囲

内
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

特
例
免
除
で
は
、
審
査
の
対
象
と

な
る
退
職（
失
業
）者
の
所
得
を
除

外
し
て
審
査
を
行
い
ま
す
。

　
特
例
免
除
制
度
の
対
象
期
間
は
、

退
職（
失
業
）し
た
月
の
前
月
か
ら

翌
々
年
の
６
月
ま
で
で
、
年
度
ご

と
に
申
請
が
必
要
で
す
。

　
特
例
免
除
を
申
請
す
る
場
合
は
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど
の
、

失
業
の
事
実
が
確
認
で
き
る
公
的

機
関
が
発
行
す
る
証
明
書
の
写
し

が
必
要
で
す
。
申
請
書
類
に
証
明

書
の
写
し
を
添
え
て
、
各
総
合
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
古
川
年
金
事
務
所

☎
０
２
２
９（
23
）１
２
０
０

　
市
民
生
活
部
市
民
課

☎（
22
）３
２
１
１

　
各
総
合
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

自
動
車
の
廃
車
・
譲
渡
、

転
居
し
た
際
は
手
続
き
を

自
動
車
の
廃
車
・
譲
渡

　
所
有
す
る
自
動
車
を
使
わ
な
く

な
っ
た
場
合
や
、
他
人
に
譲
渡
し

た
場
合
は
、
３
月
末
ま
で
に
所
管

の
運
輸
支
局
で
抹
消
ま
た
は
、
名

義
変
更
の
登
録
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
手
続
き
を
し
な
い
と
、
現
在
の

名
義
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

自
動
車
所
有
者
の
転
居

　
転
居
し
た
際
は
、
３
月
末
ま
で

に
所
管
の
運
輸
支
局
で
、
車
検
証

の
住
所
変
更
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
３
月
末
ま
で
に
運
輸
支
局
で
の

手
続
き
が
で
き
な
い
場
合
は
、
県

税
事
務
所
へ
の
連
絡
ま
た
は
、
県

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
の
電
子
申
請

に
よ
り
、
住
所
変
更
の
登
録
を
し

て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
を
し
な
い

と
、
納
税
通
知
書
が
旧
住
所
に
送

付
さ
れ
ま
す
。

　　
宮
城
県
北
部
県
税
事
務
所
課
税

第
一
班

☎
０
２
２
９（
91
）０
７
０
５

旧
優
生
保
護
法
補
償
金

等
の
受
付
・
相
談

　
県
で
は
、
旧
優
生
保
護
法
に
基

づ
く
優
生
手
術
な
ど
を
受
け
た
人

を
対
象
に
、
国
に
対
す
る
補
償
金

な
ど
の
請
求
受
付
や
相
談
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す
。

●
請
求
・
相
談
受
付

　
月
〜
金
曜
日

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　※

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

●
相
談
方
法
　
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、

面
談
、
メ
ー
ル
、
郵
送

※
面
談
相
談
の
み
、
事
前
予
約
が
必
要

で
す
。

●
相
談
方
法
ご
と
の
連
絡
先

　
電
話
相
談
・
面
談
予
約

　
　
☎
０
２
２（
211
）２
３
２
２

　フ
ァ
ク
ス
相
談

　
　
　
０
２
２（
211
）2
5
9
1

　
メ
ー
ル
相
談

      

　kosodates@pref.m
iyagi.

lg.jp 

　
郵
送
相
談

　
〒
９
８
0-

8
５
７
０

　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８

番
１
号

　
宮
城
県
保
健
福
祉
部
子
育
て
社

会
推
進
課
内
旧
優
生
保
護
法
補

償
金
等
受
付
・
相
談
窓
口

※

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

　
宮
城
県
保
健
福
祉
部
子
育
て
社

会
推
進
課
受
付
・
相
談
専
用
ダ

イ
ヤ
ル　☎

０
２
２（
211
）２
３
２
２

第
 64
回
伊
豆
沼
・
内
沼

ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
伊
豆
沼
・
内
沼
の
美
し
い
湖
沼

環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
清
掃
活

動
を
実
施
し
ま
す
。

●
日
時
　
３
月
20
日（
金
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
10
時
30
分

※

雨
天
時
は
、
３
月
22
日（
日
）に
延
期

●
集
合
場
所

□
宮
城
県
伊
豆
沼
・
内
沼
サ
ン

ク
チ
ュ
ア
リ
セ
ン
タ
ー
前

□
栗
原
市
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
セ

ン
タ
ー
つ
き
だ
て
館
前

□
登
米
市
伊
豆
沼
・
内
沼
サ
ン

ク
チ
ュ
ア
リ
セ
ン
タ
ー
前

●
持
ち
物
　
作
業
し
や
す
い
服
装
、

長
靴
、
軍
手
、
火
ば
さ
み
、
雨

具
な
ど

※

申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
公
益
財
団
法
人
宮
城
県
伊
豆
沼
・

　
内
沼
環
境
保
全
財
団

☎（
33
）２
２
１
６

　
市
民
生
活
部
環
境
課

☎（
22
）３
３
５
０

栗
原
市
民
公
開
講
座

　
高
齢
化
が
進
み
、
介
護
保
険
の

利
用
者
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り

ま
す
。

　
介
護
保
険
の
制
度
内
容
を
学
ぶ

講
座
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お

越
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時
　
３
月
７
日（
土
）

午
後
２
時
〜

※

午
後
１
時
15
分
開
場

●
場
所
　
若
柳
ド
リ
ー
ム
・
パ
ル

●
内
容

□
講
座
　「
も
っ
と
知
り
た
い

介
護
保
険
の
こ
と
」

□
講
師
　
宮
城
県
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

　
協
会
栗
原
支
部

●
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
無
料

●
申
し
込
み
　
不
要

　
栗
原
市
医
師
会☎（

22
）２
１
３
５

築
館
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

推
進
協
議
会
講
演
会

　
築
館
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進

協
議
会
で
は
、
講
演
会
を
開
催
し

ま
す
。
市
内
ど
の
地
区
に
居
住
す

る
人
で
も
入
場
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、

お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時
　
３
月
８
日（
日
）

　
午
後
１
時
20
分
〜

※

午
後
０
時
50
分
開
場

●
場
所
　
栗
原
文
化
会
館

●
内
容

□
第
１
部
　
家
庭
や
地
域
を
守

る
安
全
講
話
〜
特
殊
詐
欺
被

害
に
あ
わ
な
い
た
め
に
　
不

審
に
感
じ
た
ら「
♯
９
１
１

０
番
」〜

□
第
２
部
　
築
館
地
区
商
店
街

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
活
動

報
告

□
第
３
部
　
劇
団
と
も
え
座
梢

巴
流
公
演

●
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
無
料

●
申
し
込
み
　
不
要

　
築
館
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進

協
議
会
　
　
☎（
22
）１
１
１
１

令
和
８
年
度
自
衛
官
等
募
集

自
衛
官
候
補
生

●
応
募
資
格
　
18
歳
以
上
33
歳
未

満
の
人

●
受
付
期
限
　
通
年
募
集

●
試
験
日
　
受
け
付
け
時
に
通
知

し
ま
す
。

予
備
自
衛
官
補

●
応
募
資
格

□
予
備
自
衛
官
補（
一
般
）
　

　
18
歳
以
上
52
歳
未
満
の
人

□
予
備
自
衛
官
補（
技
能
）

　
18
歳
以
上
で
、
保
有
す
る
技

能
に
応
じ
て
年
齢
上
限
が
53

歳
か
ら
55
歳
未
満
の
人

●
受
付
期
限
　
３
月
30
日（
月
）

●
試
験
日
　
４
月
１
日（
水
）〜
19

日（
日
）

※

い
ず
れ
か
１
日
を
指
定
さ
れ
ま
す
。

　
自
衛
隊
宮
城
地
方
協
力
本
部
栗

原
地
域
事
務
所☎（

22
）４
２
９
９

携
帯
電
話
契
約
時
の

ト
ラ
ブ
ル
に
注
意

　
携
帯
電
話
の
買
い
替
え
時
に
、

断
っ
た
は
ず
の
オ
プ
シ
ョ
ン
や
、

不
要
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ソ
フ
ト
が

付
い
て
い
た
と
い
う
相
談
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
契
約
時
は
、内
容
を
よ
く
確
認
し
、

毎
月
の
支
払
額
や
不
要
な
契
約
が

な
い
か
必
ず
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
不
要
な
オ
プ
シ
ョ
ン
は

き
っ
ぱ
り
断
り
、
契
約
さ
せ
ら
れ

て
い
た
場
合
は
、
す
ぐ
に
契
約
先

に
解
約
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
困
っ
た
と
き
は
、
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

●
相
談
日
時
　
月
〜
金
曜
日

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※

祝
日
を
除
く

　
栗
原
市
消
費
生
活
相
談
窓
口

　（
築
館
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
）

☎（
22
）１
５
０
１

　
県
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
消
費

生
活
相
談
窓
口（
宮
城
県
栗
原

合
同
庁
舎
）
☎（
23
）５
７
０
０

空
き
家
に
関
す
る
無
料
相
談

　
空
き
家
の
整
理
や
管
理
に
関
す

る
悩
み
に
つ
い
て
、さ
ま
ざ
ま
な
関

係
機
関
が
連
携
し
て
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
で
応
じ
ま
す
。

●
相
談
日
時
　
火
曜
日
〜
金
曜
日

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
栗
原
市
空
き
家
プ
ロ
ジ
ェ

　
ク
ト
　
　
　
☎（
22
）１
９
０
５

県ウェブサイト

自動車税種別割
の納税義務者の

住所変更


